
【問】さぬき市障害者虐待防止センター（障害福祉課内）　☎（0879）26-9903

【問】国保・健康課　☎（０８７９）２６-９９０７　長寿介護課　☎（０８７９）２６-９９０４
香川県後期高齢者医療広域連合事務局　　　　　 ☎（０８７）８１１-１８６６

【申請に必要なもの】
①保険証（医療保険と介護保険の両方）
②振込口座を確認できるもの（通帳等）
③窓口持参者の本人確認書類（運転免許証、マイナ
ンバーカード等）
※本人以外の口座への振込みは委任状（本人自署）が必要
となります。

※被保険者死亡の場合、誓約書に署名・押印のうえで相続
人に申請していただきます。

※保険者が変更となった場合、前保険者の発行した自己
負担額証明書が必要となる場合があります。

【問】国保・健康課　☎（０８７９）２６-９９０７　香川県後期高齢者医療広域連合事務局  ☎（０８７）８１１-１８６６

高額医療・高額介護合算療養費のお知らせ

国民健康保険・後期高齢者医療保険の被保険者が亡くなった後、葬祭を行った方が市窓口に申請すれば
葬祭費が支給されます。
※葬祭を行った日の翌日から２年を過ぎると時効となり支給できなくなります。
○申請に必要なもの
・葬祭を行った方の氏名を確認できる書類（会葬礼状、火葬許可証等）
・葬祭費の振込先（葬祭を行った方名義の口座）を確認できるもの（通帳等）
　※葬祭を行った方以外が申請・受領する場合は委任状が必要です。

葬祭費について
重度心身障害者等医療費助成を受給しているみなさまへ

【問】障害福祉課　☎（0879）26-9903

●後期高齢者医療制度加入者および国民健康保険加入者（年齢が70歳以上75歳未満）の場合

現役Ⅲ

所得区分 対象者 自己負担限度額（年額）
1年間に要した医療費と介護費の合計

課税所得690万円以上の方

現役Ⅱ 課税所得380万円以上690万円未満の方

現役Ⅰ 課税所得145万円以上380万円未満の方

一　般

●国民健康保険加入者（年齢が70歳未満）の場合

※自己負担額から限度額を差し引いた額が501円以上の
　場合に限り支給されます。

所　得　区　分
（基礎控除後の総所得）

自己負担限度額（年額）
1年間に要した

医療費と介護費の合計
901万円超

600万円超901万円以下
210万円超600万円以下

210万円以下
住民税非課税世帯

212万円
141万円
67万円
60万円
34万円

自己負担割合「3割以外」の方で、
区分Ⅰ、区分Ⅱのいずれにも該当しない方

区分Ⅰ
同じ世帯の全員が住民税非課税で、世帯全員が
所得0円、または老齢福祉年金受給者の方
（年金の所得は、控除額を80万円として計算）

212万円

141万円

67万円

56万円

31万円

19万円

現
役
並
み

区分Ⅱ
同じ世帯の全員が住民税非課税で、
区分Ⅰに該当しない方

世帯内の同一医療保険加入者の1年間（毎年8月1日～翌年7月31日）の『医療保険』と『介護保険』両方
の自己負担額の合計が下表の自己負担限度額（年額）を超えた場合、申請によって超過分が支給されます。
対象と見込まれる方には、申請書を２月末頃に発送予定です。（申請時効2年）障害者虐待防止法は、障害者の権利や尊厳が虐待によって脅かされることを防ぐ法律

です。虐待に気づいた人は、障害者虐待防止センターへの通報義務があります。
住民一人ひとりの理解や取り組みにより、障害者の人権の尊重や権利擁護、福祉サー
ビスの向上、そして、ともに支え合い誰もが身近な地域でいきいきと暮らせる社会につ
ながります。

「もしかして虐待かも？」そう思ったらまずはご相談ください。
※休日や夜間も対応できる体制を確保しています。通報者の秘密は守られます。

障害者虐待の種類
①生活の世話や金銭管理などをしている家族や親族、
　同居人などによる虐待
②障害者福祉施設や障害福祉サービス事業所で働いて
　いる職員などによる虐待
③障害者を雇用している事業主などによる虐待

どのようなことが虐待になるの？
身体的虐待　【例】
性的虐待　　【例】
心理的虐待　【例】
ネグレクト　【例】

経済的虐待　【例】

殴る、やけどさせる、身体拘束、部屋に閉じ込めるなど
性的行為を強要する、本人の前でわいせつな言葉を発するなど
怒鳴る、仲間に入れない、子ども扱いする、無視するなど
十分な食事や水分を与えない、必要な医療や福祉サービスを
受けさせないなど
年金や賃金を渡さない、日常生活に必要な金銭を渡さないなど

「知って　気づいて　防ごう　障がい者虐待」
～障がいのある人もない人も、みんなが安心して暮らすために～

資格の更新のため、毎年所得・課税状況や障害の有無などを確認しています。
受給者本人と配偶者、18歳以上の同居しているご家族さまや受給者と同じ医療
保険に加入している方は、収入が無い場合でも所得の申告が必要です。所得・課
税状況が確認できない方がいるときは、資格の更新ができません。
また、身体障害者手帳に『要再認定』、療育手帳に『次の判定年月』と記載が
あり年月が記載されている方は、手帳の更新手続きも必要です。
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